
住
宅
に
関
す
る
相
談
（
住
宅
の
耐
震

対
策
、
空
き
家
の
利
活
用
、
既
存
住
宅

の
リ
フ
ォ
ー
ム
、
住
宅
購
入
時
の
登
記

手
続
き
、
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
）

に
つ
い
て
、
建
築
士
や
司
法
書
士
の
ア

ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
る
「
住
宅
総
合

相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
予
約
し
た
方
を
優
先

し
ま
す
の
で
、
事
前
予
約
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

▼
日
　
時　

９
月
20
日
㈮
午
後
１
時
〜

４
時

▼
場
　
所　

正
庁
（
役
場
本
庁
３
階
）

▼
相
談
料　

無
料

▼
予
　
約　

栃
木
県
豊
か
な
住
ま
い
づ

く
り
協
議
会
事
務
局
（
一
社
）
栃
木

県
建
築
士
会　

☎
０
２
８
‐
６
３
９
‐
３
１
５
０

▼
問
合
せ　

ふ
る
さ
と
定
住
課
定
住
促

進
係　

☎
72 

６
９
５
５

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日

本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が
実
施

し
ま
す
。

▼
対
　
象

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い

る
方

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合

計
が
約
88
万
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以
下

▼
請
求
手
続
き

○
平
成
31
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
請
求
手
続
き
の
案
内
が
９
月

上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す
の
で
、
同

封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
請
求
書
）
を
記
入
し
提
出

○
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を

受
給
し
始
め
た
方

年
金
の
請
求
手
続
き
と
あ
わ
せ
て
、

年
金
事
務
所
ま
た
は
町
で
請
求
手
続
き

※
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装

っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

大
田
原
年
金
事
務
所

☎
０
２
８
７
‐
２
２
‐
６
３
１
１

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
０
９
２

町
で
は
、
住
民
自
ら
が
地
域
の
こ
と

を
考
え
、
課
題
の
解
決
や
地
域
振
興
に

取
り
組
む
活
動
に
つ
い
て
「
地
域
づ
く

り
事
業
交
付
金
」
を
交
付
し
、
支
援
し

て
い
ま
す
。

▼
対
象
団
体　

地
域
づ
く
り
委
員
会
・

自
治
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
町
民
団

体
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

▼
対
象
事
業　

対
象
と
な
る
団
体
自
ら

が
実
践
し
、
交
付
金
交
付
期
間
終
了

後
も
地
域
の
た
め
に
継
続
し
て
実
施

す
る
公
共
性
の
高
い
事
業

▼
交
付
限
度
額

　

初
年
度　
　
　
　
　

１
０
０
万
円

　

２
年
目
・
３
年
目　
　

各
50
万
円

※
継
続
性
や
発
展
性
が
期
待
で
き
る
事

業
と
し
て
認
定
を
受
け
た
事
業
に
対
し
、

最
大
３
年
間
交
付
し
ま
す
（
毎
年
、
事

業
認
定
を
受
け
る
た
め
の
事
前
協
議
等

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
）
。

▼
事
前
協
議
期
間
（
必
須
）

11
月
１
日
㈮
〜
29
日
㈮

▼
実
施
地
域
内
で
の
話
合
い　

事
前
協

議
に
は
、
取
組
み
事
業
に
つ
い
て
地

域
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
地
域
住

民
の
意
見
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
議
事
録
が
必
要
で
す
。

▼
提
案
受
付
期
間　

12
月
２
日
㈪
〜
令

和
２
年
１
月
15
日
㈬

▼
問
合
せ　

企
画
財
政
課
ま
ち
づ
く
り
係

☎
72 

６
９
０
６

令
和
２
年
度
実
施

地
域
づ
く
り
事
業
提
案
募
集

10
月
１
日
か
ら
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す
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住
宅
総
合
相
談
会
の
ご
案
内

介護予防・日常生活支援総合事業の単価が変わります

※自己負担は(所得に応じて）単価の1割～3割です。

■問合せ　保健福祉課地域支援係　☎７２-６９１０

10月１日からの消費税率の引き上
げと介護人材の処遇改善のため報
酬が改定されることに伴い、介護
予防・日常生活支援総合事業の支
給限度額と単価を次のとおり改正
します。

事業内容
単　　　　　　　価

訪問介護相当

週1回程度の利用(1月当たり)

週2回程度の利用(1月当たり)

週2回を超える利用(1月当たり)

週1回未満の利用(1回につき)

週1回程度の利用(1月当たり)

週2回程度の利用(1月当たり)

週1回未満の利用(1回につき)

11,680円

23,350円

37,040円

2,660円

16,470円

33,770円

3,780円

11,720円

23,420円

37,150円

2,670円

16,550円

33,930円

3,800円

事業対象者

要支援１

要支援２

50,030円

50,030円

104,730円

50,320円

50,320円

105,310円

通所介護相当

支給限度額

改正前 改正後

改正後改正前


